
平
成
十
七
年
政
令
第
十
八
号

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の

発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と

メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地

証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
四
十
三
号
）
第
五
条
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
条

第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
に
係
る
経
済
連

携
協
定
）

第
一
条
　
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書

の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携
協
定
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ

シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

二
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
マ
レ
ー

シ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定

三
　
戦
略
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
チ

リ
共
和
国
と
の
間
の
協
定

四
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
タ
イ
王
国
と

の
間
の
協
定

五
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定

六
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ブ
ル
ネ
イ
・

ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
国
と
の
間
の
協
定

七
　
包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
及
び

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
構
成
国
の
間
の
協
定

八
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン

共
和
国
と
の
間
の
協
定

九
　
日
本
国
と
ス
イ
ス
連
邦
と
の
間
の
自
由
な
貿
易
及

び
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
協
定

十
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ベ
ト
ナ
ム
社

会
主
義
共
和
国
と
の
間
の
協
定

十
一
　
日
本
国
と
イ
ン
ド
共
和
国
と
の
間
の
包
括
的
経

済
連
携
協
定

十
二
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ペ
ル
ー
共

和
国
と
の
間
の
協
定

十
三
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定

十
四
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
モ
ン
ゴ
ル

国
と
の
間
の
協
定

十
五
　
地
域
的
な
包
括
的
経
済
連
携
協
定

（
第
二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
作
成
に
係
る
経
済
連

携
協
定
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
四
項
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携

協
定
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
経
済
上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ

シ
コ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定

二
　
日
本
国
と
ス
イ
ス
連
邦
と
の
間
の
自
由
な
貿
易
及

び
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
協
定

三
　
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
ペ
ル
ー
共
和

国
と
の
間
の
協
定

四
　
地
域
的
な
包
括
的
経
済
連
携
協
定

（
第
一
種
原
産
品
誓
約
書
の
交
付
に
係
る
経
済
連
携
協

定
）

第
三
条
　
法
第
三
条
第
五
項
の
政
令
で
定
め
る
経
済
連
携

協
定
は
、
第
一
条
第
九
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号

に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
と
す
る
。

（
発
給
申
請
書
等
の
保
存
）

第
四
条
　
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る

経
済
連
携
協
定
に
係
る
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
発
給

申
請
書
、
第
一
種
原
産
品
誓
約
書
及
び
資
料
の
保
存

は
、
こ
れ
ら
に
係
る
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第

一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
（
以
下
「
第
一
種
特
定
原
産

地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
発
給
の
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
行
う
も
の

と
す
る
。

一
　
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号

及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
経

済
連
携
協
定

五
年

二
　
第
一
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第

十
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定

三
年

２
　
第
一
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る

法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
発
給
申
請
書
、
第
一
種
原
産

品
誓
約
書
及
び
資
料
の
保
存
は
、
こ
れ
ら
に
係
る
第
一

種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
間
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
発
給
機
関
の
指
定
の
有
効
期
間
）

第
五
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間

は
、
三
年
と
す
る
。

（
情
報
提
供
の
期
間
）

第
六
条
　
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係

る
法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当

該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
た
る
外
国
に
第
一
種
特
定

原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
物
品
が
輸
出
さ
れ
た

日
以
後
最
初
に
当
該
物
品
が
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
特
定
原
産
品
（
以
下
「
特
定
原
産
品
」
と
い
う
。
）

で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
求
め
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
六
月
と
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
後

更
に
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
求
め
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
と
す

る
。

２
　
第
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
経
済
連

携
協
定
に
係
る
法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る

期
間
は
、
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
た
る
外
国
に

第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
物
品
が

輸
出
さ
れ
た
日
以
後
最
初
に
当
該
物
品
が
特
定
原
産
品

で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し

て
三
月
と
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
後
更
に
情

報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
求
め

を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
と
す
る
。

３
　
第
一
条
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
、
第
十
号
か
ら
第

十
二
号
ま
で
及
び
第
十
四
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定

に
係
る
法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間

は
、
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
た
る
外
国
に
第
一

種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
を
受
け
た
物
品
が
輸
出

さ
れ
た
日
以
後
最
初
に
当
該
物
品
が
特
定
原
産
品
で
あ

る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合

に
あ
っ
て
は
そ
の
求
め
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
期
間
と
し
、
当
該
情

報
の
提
供
を
行
っ
た
後
更
に
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
求
め
を
受
け
た
日
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
ご

と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一
　
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携

協
定

六
月

四
月

二
　
第
一
条
第
六
号
、
第
八
号
、
第
十
一

号
及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協

定

三
月

二
月

三
　
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携

協
定

三
月

三
月

四
　
第
一
条
第
十
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携

協
定

九

十

日

九

十

日

五
　
第
一
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
経
済
連

携
協
定

四
月

二
月

４
　
第
一
条
第
九
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
法

第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の

情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
月

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
等

（
法
第
二
条
第
二
項
の
締
約
国
等
を
い
う
。
第
八
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発

給
を
受
け
た
物
品
が
輸
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当

該
物
品
に
係
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
応
ず
る
期
間
に

つ
い
て
個
別
に
我
が
国
と
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約

国
と
の
間
で
合
意
を
し
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

期
間
と
す
る
。

５
　
第
一
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項

の
情
報
の
提
供
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
四

十
五
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締

約
国
た
る
外
国
に
第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給

を
受
け
た
物
品
が
輸
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

物
品
に
係
る
情
報
の
提
供
の
求
め
に
応
ず
る
期
間
に
つ

い
て
個
別
に
我
が
国
と
当
該
外
国
と
の
間
で
合
意
を
し

た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
と
す
る
。

６
　
第
一
条
第
十
五
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る

法
第
三
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項

の
情
報
の
提
供
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三

十
日
以
上
九
十
日
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
経

済
連
携
協
定
の
締
約
国
が
指
定
す
る
期
間
と
す
る
。

７
　
第
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
法

第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
経

済
連
携
協
定
の
締
約
国
た
る
外
国
に
法
第
二
条
第
四
項

に
規
定
す
る
第
二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
（
以
下
「
第

二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
」
と
い
う
。
）
が
作
成
さ
れ

た
物
品
が
輸
出
さ
れ
た
日
以
後
最
初
に
当
該
物
品
が
特

定
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
求

め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
求
め
が
あ
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
と
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を

行
っ
た
後
更
に
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
あ

っ
て
は
そ
の
求
め
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

三
月
と
す
る
。

８
　
第
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
法

第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の

情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
月

と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
等

に
第
二
種
特
定
原
産
地
証
明
書
が
作
成
さ
れ
た
物
品
が

輸
出
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
品
に
係
る
情
報

の
提
供
の
求
め
に
応
ず
る
期
間
に
つ
い
て
個
別
に
我
が

国
と
当
該
経
済
連
携
協
定
の
締
約
国
と
の
間
で
合
意
を

し
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
期
間
と
す
る
。

９
　
第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
法

第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
当
該
経

済
連
携
協
定
の
締
約
国
た
る
外
国
に
第
二
種
特
定
原
産

地
証
明
書
が
作
成
さ
れ
た
物
品
が
輸
出
さ
れ
た
日
以
後

最
初
に
当
該
物
品
が
特
定
原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
関

す
る
情
報
の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ

の
求
め
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
と

し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
行
っ
た
後
更
に
情
報
の
提
供

を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
求
め
を
受
け
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
と
す
る
。

10
　
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
法

第
三
十
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
項
の

情
報
の
提
供
の
求
め
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
十

1



日
以
上
九
十
日
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
経
済

連
携
協
定
の
締
約
国
が
指
定
す
る
期
間
と
す
る
。

（
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書

の
発
給
に
係
る
手
数
料
）

第
七
条
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
額

は
、
一
件
に
つ
き
五
千
五
百
円
（
電
子
申
請
（
情
報
通

信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織

を
使
用
し
て
行
う
申
請
を
い
う
。
第
九
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
千
九
百
五
十
円
）

と
す
る
。

（
指
定
発
給
機
関
の
行
う
第
一
種
特
定
原
産
地
証
明
書

の
発
給
に
係
る
手
数
料
の
額
の
認
可
）

第
八
条
　
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
指
定
発
給
機
関
は
、
認
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
手
数
料
の
額
及
び
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
発
給
事
務
の
実
施
に
要
す
る
費
用
の
額
に
関
し
経

済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
経

済
産
業
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
手
数
料

の
額
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同

様
と
す
る
。

２
　
経
済
産
業
大
臣
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
に
係
る
手

数
料
の
額
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
と
認

め
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
同
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

一
　
当
該
発
給
事
務
の
適
正
な
実
施
に
要
す
る
費
用
の

額
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
特
定
の
者
に
対
し
て
不
当
に
差
別
的
で
な
い
こ

と
。

（
経
済
産
業
大
臣
の
行
う
認
定
の
更
新
に
係
る
手
数
料
）

第
九
条
　
法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
政
令
で
定
め
る
額

は
、
一
件
に
つ
き
五
千
円
（
電
子
申
請
を
行
う
場
合
に

あ
っ
て
は
、
四
千
五
百
五
十
円
）
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
六
日
政
令
第
二

〇
四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
中
第
一
条
及
び
次
条
の
規
定
は
経
済

上
の
連
携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆

国
と
の
間
の
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発

給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条

に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
八
年
六
月
一
日
）
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
経
済

上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
マ
レ
ー
シ
ア
政
府

と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
経
済
連
携
協

定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る

法
律
施
行
令
第
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
連
携
協

定
に
係
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
経
済
連
携
協
定
に

基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行

為
は
、
第
二
条
の
規
定
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
新
法

第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び

第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第

一
項
（
手
数
料
の
認
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
日
政
令
第
二
四

三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
戦
略
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
チ
リ
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
に
二
号
を

加
え
る
改
正
規
定
中
第
四
号
に
係
る
部
分
及
び
第
四
条

の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中
第
四
号
に
係

る
部
分
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
タ
イ

王
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
三
号
及

び
第
四
号
に
規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連

携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関

す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ

れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令

の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条

ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条

第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
認
可

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
五
月
二
八
日
政
令
第
一

九
〇
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本

国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
に
二
号
を

加
え
る
改
正
規
定
中
第
六
号
に
係
る
部
分
、
第
二
条
の

改
正
規
定
及
び
第
四
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改

正
規
定
中
第
六
号
に
係
る
部
分
は
、
経
済
上
の
連
携
に

関
す
る
日
本
国
と
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
国
と
の

間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
五
号
及

び
第
六
号
に
規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連

携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関

す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ

れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令

の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条

ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条

第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
認
可

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
七
日
政
令
第

三
一
八
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
包
括
的
な
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
及
び
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
構
成
国
の
間

の
協
定
が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
七
号
に

規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連
携
協
定
に
基

づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必

要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に

お
い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並
び

に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
認
可
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
一
月
一
一
日
政
令
第

三
四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本

国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
八
号
に

規
定
す
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連
携
協
定
に
基

づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必

要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に

お
い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並
び

に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
認
可
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
七
月
一
七
日
政
令
第
一

八
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定

原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公

布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
九
号
に

掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
改
正
法
に
よ
る
改
正
後

の
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発

給
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必

要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に

お
い
て
も
、
新
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並
び

に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
認
可
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
改
正
法
に
よ
る
改
正

前
の
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の

発
給
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧

法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ

て
い
る
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
申
請
は
、
新
法

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
第
一
種
特

定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
の
申
請
と
み
な
す
。

２
　
改
正
法
の
施
行
前
に
旧
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
発
給
さ
れ
た
特
定
原
産
地
証
明
書
は
、
新
法
第
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
第
一
種
特
定
原

産
地
証
明
書
と
み
な
す
。

３
　
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
九
条
の
経
済
連
携

協
定
及
び
物
品
の
区
分
に
係
る
旧
法
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、
当
該
指
定
に

つ
い
て
旧
法
第
九
条
の
経
済
連
携
協
定
及
び
物
品
の
区

分
に
係
る
新
法
第
九
条
の
経
済
連
携
協
定
及
び
物
品
の

区
分
に
係
る
新
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
八
月
七
日
政
令
第
二
〇

二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本

国
と
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効

力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
十
号
に

掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連
携
協
定
に
基
づ

く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要

な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お

い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並
び
に

2



第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
認
可
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
二
日
政
令
第
一

七
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
日
本
国
と
イ
ン
ド
共
和
国
と
の

間
の
包
括
的
経
済
連
携
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
十
一
号

に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連
携
協
定
に
基

づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
第

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必

要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に

お
い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十

四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並
び

に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
認
可
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
月
一
〇
日
政
令
第
二

号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本

国
と
ペ
ル
ー
共
和
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
改
正
規
定
（
同
条
第
一
号
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
、
第
六
条
第
一
項
の
表
第
一
号
の
改
正
規

定
及
び
同
条
第
二
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規

定
（
同
条
第
三
項
の
表
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定
　
経
済
上
の
連

携
の
強
化
に
関
す
る
日
本
国
と
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と

の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
の
効
力
発
生
の
日

二
　
次
条
の
規
定
　
公
布
の
日

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
十
二
号

に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連
携
協
定
に
基

づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為

は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
法
第
九
条
か

ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
二
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手

数
料
の
認
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に

よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
前

に
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
情
報
の
提
供
を

求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
求
め
に
応
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
期
間
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第

三
九
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か

ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
経
済
連
携
協
定
に
基
づ

く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
一
条
第
十
三
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給

等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ

の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第

十
一
条
ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二

十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料

の
認
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
四
月
二
〇
日
政
令
第
二

〇
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と

モ
ン
ゴ
ル
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
経
済
連
携
協
定
に
基
づ

く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
第
一
条
第
十
四
号
に
掲
げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る

経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給

等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定

及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ

の
政
令
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第

十
一
条
ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二

十
四
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料

の
認
可
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
一
三
日
政
令
第
一

八
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る

行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に

行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政

手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
条
に
お
い
て

「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二

月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
六
月
二
五
日
政
令
第
一
八

六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
地
域
的
な
包
括
的
経
済
連
携
協
定
の

効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
一
条
第
十
五
号
に
掲

げ
る
経
済
連
携
協
定
に
係
る
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く

特
定
原
産
地
証
明
書
の
発
給
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
な

手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
お
い

て
も
、
同
法
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、
第
十
四
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
並
び
に
第

三
十
二
条
第
一
項
（
手
数
料
の
額
の
認
可
に
係
る
部
分

に
限
る
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
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